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滞留していた硫

化水素が蓋を開

けた直後、一気

に集水塔内部に

充満し、硫化水

素中毒で意識を

失い転落したこ

とがわかった

（図－１）。

その硫化水素

の濃度は約100ppmであった。

３．反省点

“知らなかった”。こんなに危険である

とは思いもしなかった。現場にいた者が誰

も気付かなかった。

後に、酸素欠乏危険作業主任者技能講習

及び特別教育講習を受講して驚愕した。硫

化水素は、独特の臭いがするが臭覚を麻痺

させる作用があること。

比重が空気よりも重く低い場所に滞留し

やすいこと。この工事が酸素欠乏危険箇所

に該当し、作業主任者を配置し、作業区分

を明確にし、作業する前に酸素濃度、及び

硫化水素の濃度を測定しなければいけなか

ったこと。酸素マスク等呼吸器を配置して

おかなければいけなかったこと。知識不足

がこの事故を引き起こした。

今後の対策として、昇降設備を強固にし、

万が一転落した場合でも安全帯により下ま

で転落しないようにする。酸素欠乏危険作

業主任者を配置し、作業に従事する労働者

が酸素欠乏等の空気を吸入しないよう作業

方法を決定し、作業員の指揮を行うこと。

工種が単純な工種のため、油断していたの

かもしれない。

今回の事故は、私にとって大きな存在と

なりました。この事故を教訓にし、安全最

優先で、現場で事故を絶対起こさないよう

取り組んでいきます。
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図－１

１．工事内容

当工事は平成18年度の７月から翌年３

月に掛けて国道の拡幅及び歩道を建設する

工事であった。土工、擁壁工、排水構造物

工、車道舗装工、歩道舗装工を施工するも

のでした。

２．工事の経緯

工事場所には、支障となる物件が多数点

在しており支障物の協議等で工期が大分遅

れ着工が11月下旬になってからの施工と

なり、時期的に厳しい工程でした。

発注者と協議した結果、支障物をある程

度残した状態で施工することとなり、残り

の日数で工事を完成できるよう工程の見直

しを行い、工事を３月上旬に完成できるよ

う検討し、施工を進めました。工事も順調

に進み終盤にさしかかり、残工程も舗装工

事を残すところとなった時に物損事故が発

生しました。

事故当日の作業は、瀝青安定処理舗装を

舗設している際に合材運搬に使用していた

10tダンプトラックが施工場所に残置され

た信号感知器と接触し損傷した。事故車両

は車輌誘導員の合図で待機場所に停車して

いたが、先に待機していたダンプトラック

が誘導員の合図でアスファルトフィニッシ
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ャーに後進していったため車輌一台分のス

ペースが空き、後続のダンプトラックのス

ペースを空けようと思い誘導員の指示を受

けず自己の判断で後進し信号感知器に接触

した。この事故により、１週間の工事中止

となると共に損傷した信号感知器の修理な

どでプラス１週間、合計２週間の工程損失

が発生しました。

３．反省点

舗装工事のような購入資材運搬車輌が多

くで出入りする作業の際は、資材納入業者

を含めた災害防止協議会を実施し、運搬経

路及び場内の支障物情報などを密に打ち合

わせると共に場内の支障物を確実に養生す

る。今後この事故を教訓として、二度と同

じ過ちを繰り返さないように工事及び安全

管理に取り組んでいきたい。

写真－１　損傷状況

写真－２　損傷状況

写真－３　修理完了


